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新型コロナウイルス感染症への対応について（第２報）

弊社は、政府より発表されました「緊急事態宣言」への対応として、全社において感染拡大防

止対策を徹底し、現状では、以下の措置を継続実施いたします。 

１．勤務形態について 

 ・「緊急事態宣言」が発令された地域の事務所については 2 班体制を導入し、一方が出勤の時

は他方は自宅待機とする。 

 ・公共交通機関を利用する従業員については時差出勤とする。なお、通勤が困難な従業員につ

いては自宅待機とする。 

２．出張について 

 ・不要不急の出張は禁止する。 

 ・「緊急事態宣言」が発令された地域への出張は原則禁止とする。 

 ・受注業務への対応で協議などを行う場合は、客先とWEB会議の活用などを検討する。 

 以上の取組により、発注者をはじめとした関係各位にはご迷惑をおかけすることになりますが、

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

なお、今後の感染症の拡大状況や拡大防止での政府・関係省庁・地方自治体・関係団体からの

要請等により、随時、改定を行っていく予定です。 

以上 


